
 

 

第２章 物流 産業機能 施策の⽅向 
 

２．１ 貨物需要 将来⾒通  
 

本項では、物流機能の施策展開の検討条件である駿河湾港の取扱貨物量の長期予測を、

主要な荷主企業の将来見通しや経済社会指標との関係性、国土交通省港湾局の予測値等を

もとに行った。 

推計の基準年は平成 23 年とし、「短期」、「中期」、「長期」の 3 区分における将来予測を

実施した。下表に示すとおり、将来の 3 区分は、ある限定した年次を捉えたものではなく、

幅を持った概ねの期間を想定したものである。 

 
表 2-1 将来 3 時点（短期・中期・長期）の定義 

区分 対象期間 施策の実施程度 

短期 概ね 5 年後 実施中及び実施予定の施策 

中期 概ね 5～15 年後 次期港湾計画の施策案 

長期 概ね 15～30 年後 あるべき姿に向けての目標 

 
 
２．１．１ 駿河湾港取扱貨物量 将来予測 
 

（１）総貨物量 
駿河湾港全体の取扱貨物量は、平成 24 年の 2,337 万ﾄﾝから、短期 2,443 万ﾄﾝ、中期 2,622

万ﾄﾝ、長期 2,919 万ﾄﾝとなり、概ね 5 年後の短期で平成 23 年実績水準まで回復し、その後、

中期・長期にかけて増加傾向で推移していくものと予測した。 

 

（２）輸移出⼊別貨物量 
 輸移出入別では、輸出が平成 24 年の 515 万ﾄﾝから、短期 582 万ﾄﾝ、中期 638 万ﾄﾝ、長期

693 万ﾄﾝ、輸入が平成 24 年の 760 万ﾄﾝから、短期 843 万ﾄﾝ、中期 983 万ﾄﾝ、長期 1,117 万

ﾄﾝ、移出が平成 24 年の 308 万ﾄﾝから、短期 274 万ﾄﾝ、中期 285 万ﾄﾝ、長期 334 万ﾄﾝ、移入

が平成 24 年の 753 万ﾄﾝから、短期 744 万ﾄﾝ、中期 717 万ﾄﾝ、長期 776 万ﾄﾝで推移してい

くものと予測した。 

その結果、現状から長期までの増加率は、輸出入の外貿貨物が概ね 40％増、移出入の内

貿貨物が概ね 5％増と推計された。 
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図 2-1 駿河湾港全体取扱貨物の輸移出入別将来需要 

 

２．１．２ 荷姿別の将来予測 
 

（１）駿河湾港全体 
 荷姿別では、コンテナ貨物が平成 24 年の 633 万ﾄﾝから、短期 708 万ﾄﾝ、中期 913 万ﾄﾝ、

長期 1,112 万ﾄﾝ、公共バルク貨物が平成 24 年の 940 万ﾄﾝから、短期 1,013 万ﾄﾝ、中期 975

万ﾄﾝ、長期 976 万ﾄﾝ、RORO 貨物が平成 24 年の 151 万ﾄﾝから、短期 152 万ﾄﾝ、中期 162 万

ﾄﾝ、長期 259 万ﾄﾝ、フェリー貨物が平成 24 年の 39 万ﾄﾝから、短期 48 万ﾄﾝ、中期 61 万ﾄﾝ、

長期 61 万ﾄﾝ、専用貨物が平成 24 年の 573 万ﾄﾝから、短期 523 万ﾄﾝ、中期 512 万ﾄﾝ、長期

512 万ﾄﾝで推移していくものと予測した。コンテナ及び RORO のユニット系貨物が増加する

のに対し、公共及び専用のバルク貨物は減少する推計となった。 

 

 
図 2-2 駿河湾港全体取扱貨物の荷姿別将来需要 
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（２）コンテナ貨物の将来予測 
①推計の考え⽅ 

駿河湾港のコンテナ貨物の将来予測は、これまでの駿河湾港の取扱トレンドや国土交通

省港湾局による将来見通し等を踏まえ、マクロ推計により実施した。 

推計は、TEU（20ft 換算のコンテナ取扱個数の単位）ベースで実施し、平成 23 年実績を

基準とした。これまで駿河湾港で扱われている「既存利用貨物」の純増のほか、背後圏貨

物の駿河湾港利用率の向上を目標とし、「戦略的誘致貨物」として取り込むものとした。「戦

略的誘致貨物」は、将来的に高速道路開通後の輸送時間短縮効果が見込まれる圏域のコン

テナ貨物をターゲットとし、①静岡県、山梨県、長野県の背後圏誘致貨物と、②埼玉県、

群馬県、栃木県の首都圏誘致貨物とに分類した。背後圏誘致貨物は短期から長期にかけて、

首都圏誘致貨物は中期から長期にかけて、段階的に誘致する設定とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3 駿河湾港コンテナ貨物将来予測の考え方（推計フロー） 

 

②推計の結果 

既存利用貨物及び戦略的誘致貨物ごとに推計した結果、図 2-4 に示すとおり、駿河湾港

のコンテナ取扱個数は、短期 64 万 TEU、うち既存貨物分 61 万 TEU、背後圏誘致分 3 万 TEU、

中期 86 万 TEU、うち既存貨物分 75 万 TEU、背後圏誘致分 8 万 TEU、首都圏誘致分 2 万 TEU、

長期 106 万 TEU、うち既存貨物分 88 万 TEU、背後圏誘致分 14 万 TEU、首都圏誘致分 5 万 TEU

となった。 

 

【既存利用貨物】 

・平成 23 年の駿河湾港コンテナ貨物量

に我が国の国際海上コンテナ貨物量

の見通し（国土交通省港湾局試算）に

よる将来伸び率を乗じて推定。 

【戦略的誘致貨物】 

①背後圏誘致貨物 

・駿河湾港以外の港湾を利用する静岡県、山梨

県、長野県貨物を駿河湾港利用へ転換。 

・短期以降の戦略的誘致の達成を想定し、背後

圏各県の潜在量に目標誘致率を乗じて推定。 

②首都圏誘致貨物 

・駿河湾港以外の港湾を利用する埼玉県、群馬

県、栃木県貨物を駿河湾港利用へ転換。 

・中期以降の戦略的誘致の達成を想定し、背後

圏各県の潜在量に目標誘致率を乗じて推定。 

短期・中期・長期の駿河湾港コンテナ貨物量 
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図 2-4 駿河湾港のコンテナ取扱個数の推移と将来需要 

 

③推計の根拠 
 既存利⽤貨物 推計】 
 平成 25 年 12 月 2 日に公表された国土交通省港湾局による「我が国の国際海上コンテナ

貨物量の見通し」では、平成 20 年実績に対する平成 32 年及び平成 37 年の将来値が示され

ており、年平均伸び率は、平成 20 年から平成 32 年までが 2.67％／年、平成 32 年から平

成 37 年までが 1.65％／年となる。 

駿河湾港で取り扱われている既存利用コンテナ貨物の将来推計については、下表に示す

国の見通しによる将来伸び率を適用し、平成 23 年実績 53.4 万 TEU を基準として、推計上

便宜的に設定した短・中・長期の各年次におけるコンテナ取扱個数を推計した。なお、平

成 37 年以降の伸び率は 1.65％／年をそのまま適用した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）交通政策審議会第 54 回港湾分科会資料 1-3 

「港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針（答申案）」より 
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表 2-2 駿河湾港既存利用貨物のコンテナ取扱個数推計値 

 
 

 
 戦略的誘致貨物 推計】 

戦略的誘致貨物は、「平成 20 年 全国輸出入コンテナ貨物流動調査（国土交通省港湾局）」

による 1 ヶ月調査データをもとに、誘致ターゲット圏域である背後圏 3 県（静岡県、山梨

県、長野県）と首都圏 3 県（埼玉県、群馬県、栃木県）の年間潜在量を算定し、その潜在

量に各県の誘致率をぞれぞれ乗じて推計した。 

誘致率の設定にあたっては、先ず、長期的な誘致目標を静岡県は 20％、山梨県は 10％、

長野県は 10％、首都圏 3 県はそれぞれ 5％と定め、背後圏 3 県からの誘致は短期以降、首

都圏 3 県からの誘致は中期以降に達成するものとし、将来 3 時点における段階的な誘致率

を設定した。現状の各県の駿河湾港利用率に他港利用貨物をターゲットとした戦略的誘致

を図り、駿河湾港利用率の向上を目指すものである。具体的には、静岡県内で生産・消費

するコンテナ貨物の駿河湾港利用率を現状の約 6 割から、長期において、誘致目標 20％を

加えた約 8 割へと高めることが目標である。 

その結果、背後圏誘致貨物については、短期 2.8 万 TEU、中期 8.3 万 TEU、長期 13.8 万

TEU、首都圏誘致貨物については、中期 2.3 万 TEU、長期 4.6 万 TEU をそれぞれ取り込むも

のとした。 

 

表 2-3 駿河湾港誘致ターゲット圏域におけるコンテナ潜在貨物量(年間推定値) 

 

 

 

  

(単位：万TEU)

将来見通し（推定値）

H22
H23

(基準年)
H24 短期 中期 長期

駿河湾港
コンテナ貨物取扱個数

49.6 53.4 54.4 61.0 75.0 88.0

実績値

【既存利用貨物】

⽉間値 年間値

静岡県 78 936 15 62.4
⼭梨県 5 60 15 4.0
⻑野県 11 132 15 8.8
合計 94 1,128 75.2

※1：⽉間値 全国輸出⼊    貨物流動調査   H20年11⽉1 ⽉量
※2：年間値  12倍換算 1TEU     数  輸出⼊ 平均的 数値   15ﾄﾝ 設定

【背後圏】
コンテナ貨物
年間潜在量

（万TEU/年）

1TEUあたり
トン数

輸出⼊貨物量（万ﾄﾝ）

⽉間値 年間値

埼⽟県 61 733 15 48.9
群⾺県 25 303 15 20.2
栃⽊県 29 347 15 23.1
合計 115 1,384 92.2

※1：⽉間値 全国輸出⼊    貨物流動調査   H20年11⽉1 ⽉量
※2：年間値  12倍換算 1TEU     数  輸出⼊ 平均的 数値   15ﾄﾝ 設定

輸出⼊貨物量（万ﾄﾝ） 1TEUあたり
トン数

コンテナ貨物
年間潜在量

（万TEU/年）
【⾸都圏】
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表 2-4 駿河湾港戦略的誘致貨物のコンテナ取扱個数推計値 

   

  
 

   

   

 

 

 

図 2-5 駿河湾港戦略的誘致貨物の対象貨物イメージ 

 
  

潜在貨物量 誘致率 誘致貨物量
静岡県 62.4 4% 2.5
⼭梨県 4.0 2% 0.1
⻑野県 8.8 2% 0.2
合計 75.2 2.8

①背後圏誘致貨物(万TEU/年)
【短期】

潜在貨物量 誘致率 誘致貨物量
静岡県 62.4 12% 7.5
⼭梨県 4.0 6% 0.2
⻑野県 8.8 6% 0.5
合計 75.2 8.3

【中期】
①背後圏誘致貨物(万TEU/年)

潜在貨物量 誘致率 誘致貨物量
静岡県 62.4 20% 12.5
⼭梨県 4.0 10% 0.4
⻑野県 8.8 10% 0.9
合計 75.2 13.8

 ⻑期 
①背後圏誘致貨物(万TEU/年)

潜在貨物量 誘致率 誘致貨物量
埼⽟県 48.9 2.5% 1.2
群⾺県 20.2 2.5% 0.5
栃⽊県 23.1 2.5% 0.6
合計 92.2 2.3

【中期】
②⾸都圏誘致貨物(万TEU/年)

潜在貨物量 誘致率 誘致貨物量
埼⽟県 48.9 5% 2.4
群⾺県 20.2 5% 1.0
栃⽊県 23.1 5% 1.2
合計 92.2 4.6

 ⻑期 
②⾸都圏誘致貨物(万TEU/年)

36.0
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0.4
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駿河湾港 県外港
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20.2
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【駿河湾港利用への転換貨物】

20%
駿河湾港利用

誘致対象貨物

県外港利用

10%

10%

100%

100%

100%
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【駿河湾港利用への転換貨物】

5%

誘致対象貨物

県外港利用

5%

5%

潜在量全体の 20％に相当する 

県外港利用貨物 12.5 万ＴＥＵを誘致し

駿河湾港利用率を約 8 割へ向上 
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 駿河湾港 利⽤促進 向  具体的 取 組   駿河湾港物流促進戦略 実践  】 

平成 25 年 3 月に策定した駿河湾港の利用促進に向けた「駿河湾港物流促進戦略」は、

平成 25 年度から平成 29 年度までの 5 年間を戦略実施時期とした高質な物流サービスの提

供を目指すコンテナ、バルク、RORO 貨物の短期ソフト施策であり、現在、官民連携・協働

のもと各プログラムの目標達成に向けた取り組みを推進している。 

コンテナ貨物の利用促進策については、特に注力して取り組んでいく重点プログラムと

して「輸入コンテナ貨物の誘致【集荷】」が掲げられ、戦略１ 東アジア・東南アジア航路

の航路網の拡充、戦略２ 広域物流機能の拡充・強化、戦略３ 交通アクセス向上による内

陸県や首都圏貨物の誘致 の 3 つの戦略をもとに、表 2-5 に示す実践すべき具体的な取り組

み内容を定めている。 

表 2-5 輸入コンテナ貨物の誘致に向けた具体的な取り組み内容 

重点 
プロジェクト 輸入コンテナ貨物の誘致【集荷】 

目標 

■経済発展を続けるアジア諸国をつなぐ高質な港湾サービスの提供 

■大消費地をターゲットとしたアジア発輸入消費財の取り込み 

■経済成長が著しいアジア諸国をつなぐ高質な物流サービスの構築 

基本戦略 主な取り組み内容（個別プログラム） 

戦略 1 東アジア、東南アジア航路の

航路網の拡充 
①現行サービスに対する評価調査 

・利用者ヒアリングによる中国、東南アジア航路の利用要因の確認 

・県外港利用荷主の輸送事情と物流ニーズの把握 

②貨物誘致策の検討 

・利用者ニーズと現行サービスのミスマッチ改善策の検討 

③航路再編案の策定 

・現行航路の直航化や増便、特定港とのシャトル便など、企業のア

ジア戦略にマッチした航路再編プランの策定 

戦略 2 広域物流機能の拡充・強化 ①広域集配機能・サービスの強化 

・他部局との情報共有の円滑化 

・誘致支援体制の確立 

②インランドデポ機能の拡充・強化 

・浜松内陸デポの利用促進策の検討 

・民間内陸デポの効果把握 

・新規内陸デポに関わる需要調査 

戦略 3 交通アクセス向上による内陸

県や首都圏貨物の誘致 
①誘致ターゲット貨物及び誘致圏域の検討 

・県外港を利用する貨物の輸送実態の把握 

・陸上輸送時間やコストの比較による誘致圏域の検討 

②物流ニーズの把握と誘致策の検討 

・ターゲット荷主へのヒアリング調査による利用要件等の把握 

③誘致計画の策定と誘致活動の実施 

・荷主別の誘致計画策定 

・効果の定点観測手法の確立と実施 

 

輸入コンテナ貨物の誘致【集荷】に向けた 3 つの戦略を含む全体 14 つの基本戦略と目

標が定められており、平成 29 年度を目標にその達成に向けた個別プログラムを実践してい

くものである。（表 2-6 参照） 

短期の目標達成に向けた現行戦略を確実に進めるとともに、中期 86 万 TEU、長期 106 万

TEU の達成に向けては、個別プログラムの進捗状況のチェックと、その時々の物流環境の
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変化や利用者ニーズ等を踏まえた新たなコンテナ戦略への見直しを行いながら、ハード整

備とのバランスの取れた短期ソフト施策を継続して実行していく。 

 

表 2-6 コンテナ貨物の利用促進戦略と目標 

 
※「駿河湾港物流促進戦略(平成 25 年 3 月)」におけるコンテナ戦略について整理したもの 

 

（３）公共バルク貨物の将来予測 
①推計の考え⽅ 

駿河湾港の公共バルク貨物の将来予測は、港湾品目分類の 81 品目別に、これまでの駿

河湾港の取扱トレンドや利用企業調査による将来見通し等を踏まえて実施した。なお、推

計の基準年は、利用者へのアンケートやヒアリング調査を実施した時点において最新の実

績年であった平成 22 年としている。 

 

 
図 2-6 駿河湾港の公共バルク貨物取扱量の推移 

対応⽅針 基本戦略 ⽬ 標
航路    
の維持・向上

１．欧⽶貨物を扱う荷主 物流         直⾏航路 継続  北⽶2.5便/週、欧州1便/週の維持

２．東    東南   航路 航路網 拡充  中国華中 華南航路 便数 増加（華南単独航路）
 県内企業 東南   戦略 適応  新規航路 開設

３．印パ輸送サービスの維持・拡充  印 航路（直⾏便） 開設

貨物集荷率
の向上

４．県内貨物 物流         解消  駿河湾港利⽤率 向上（H20時点62％)

５．県外他港 利⽤  県内貨物 利⽤転換 促進(ターゲット貨物の誘致)

６．インランドデポ機能の拡充・強化

７．広域集配機能・サービスの強化 ・他部局との連携による企業誘致

８．交通    向上   内陸県及 ⾸都圏貨物 誘致  ⼭梨 ⻑野県貨物 増加
・埼⽟・群⾺・栃⽊貨物の誘致

９．空港との連携の推進  緊急時切替輸送 可能性 是⾮ 判断 連携体制 構築

港湾サービス
の向上

10．荷主・船社等への効果的なインセンティブの実施  北⽶2.5便/週、欧州1便/週の維持
 中国華中 華南航路 便数 増加（華南単独航路）
 県内企業 東南   戦略 適応  新規航路 開設
・印 航路（直⾏便） 開設
・駿河湾港利⽤率 向上

11．⺠ 視点 取 ⼊  港湾経営 推進

12．駿河湾港のポートセールス活動の実践・強化

13．IT活⽤   物流促進策 検討 港PRの強化

新規の貨物
需要創出

14．輸出⼊貨物 創出  企業 ⽴地促進 ・他部局との連携による企業誘致

901 1,247 1,010 992 1,080 1,277 1,938 2,018
1,109 1,473 1,322 1,120

4,810 4,734
4,016 4,134 4,185 3,879

3,847 3,782

2,379 2,468 2,781
2,278

1,861 1,424
1,314 1,236 1,180 1,665

1,584 1,463

982
1,101 1,084

968

7,251 6,926
7,061 7,347 7,459 6,768 6,245 6,218

5,370
5,417 5,433

5,035

14,823
14,331

13,402 13,708 13,905 13,590 13,615 13,481

9,840
10,460 10,619

9,400

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

(千ﾄﾝ) 駿河湾港 公共バルク貨物取扱量の推移

（資料）清水港、田子の浦港、御前崎港の港湾統計年報より作成

輸出

輸入

移出

移入
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②推計の結果 

企業ヒアリング等を基に輸移出入別に推計した結果、表 2-7 に示すとおり、駿河湾港の

公共バルク貨物取扱量は、短期 10,179 千ﾄﾝ、中期 9,805 千ﾄﾝ、長期 9,762 千ﾄﾝとなった。

短期では新たな輸入バルク貨物の取扱が見込まれていることから、基準年の平成 22 年以降

減少しているバルク貨物が一時的に増加に転じる見込みであるが、その後、中・長期では、

移入貨物が減少する見込みから 5％減少に転じる結果となった。 

 

表 2-7 駿河湾港公共バルク貨物取扱量の推計値 

 

 

（４）RORO 貨物の将来予測 
①推計の考え⽅ 

駿河湾港の RORO 貨物の将来予測は、これまでの駿河湾港の取扱トレンドや国土交通省

港湾局による将来見通し等を踏まえ、マクロ推計により実施した。 

推計は、港湾統計単位のフレートトンベースで実施し、平成 23 年実績を基準とした。

これまで駿河湾港で扱われている既存航路貨物の純増のほか、長期における新規航路の誘

致を想定した。新規航路については、駿河湾港の背後圏（静岡県、山梨県、長野県）の北

海道貨物をターゲットとして週 1 便の需要を見込むものとした。 

 
②推計の結果 

推計の結果、図 2-7 に示すとおり、駿河湾港の RORO 貨物取扱量は、短期 152 万ﾄﾝとな

り、平成 20 年実績レベルまで回復する見込みとなった。中期では、低炭素社会構築に向け

た物流体系の変革を背景に、長距離陸上輸送からの利用転換貨物が戦略的に取り込まれる

想定から、162 万ﾄﾝとなった。 

長期では、既存航路の安定した九州需要のほか、北部九州港湾の国際 RORO 航路を活用

した中国・韓国向けアジア貨物の取り込みも加え、167 万ﾄﾝとなった。さらに、新規北海

道航路を週 1 便見込み、航路成立貨物量として 92 万ﾄﾝを設定し、既存航路と新規航路を合

わせて、259 万ﾄﾝとなった。 

(単位：千ﾄﾝ)

将来見通し（推定値）

H22
(基準年)

H23 H24 短期 中期 長期

輸出 1,473 1,322 1,120 1,452 1,454 1,454

輸入 2,468 2,781 2,278 2,616 2,616 2,616

移出 1,101 1,084 968 1,134 1,133 1,133

移入 5,417 5,433 5,035 4,925 4,550 4,558

合計 10,460 10,619 9,400 10,128 9,754 9,762

実績値
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図 2-7 駿河湾港の内貿 RORO 貨物取扱量の推移と将来需要 

 
③推計の根拠 
 既存航路貨物 推計】 
 平成 25 年 12 月 2 日に公表された国土交通省港湾局による「我が国の内貿複合一貫輸送

貨物量の見通し」では、コンテナと同様、平成 20 年実績に対する平成 32 年及び平成 37

年の将来値が示されており、年平均伸び率は、平成20年から平成32年までが1.07％／年、

平成 32 年から平成 37 年までが 0.33％／年となる。 

既存航路貨物の将来推計については、下表に示す国の見通しによる将来伸び率を適用し、

平成 23 年実績 1,440 千ﾄﾝを基準として、推計上便宜的に設定した短・中・長期の各年次に

おける RORO 貨物量を推計した。なお、平成 37 年以降の伸び率は 0.33％／年をそのまま適

用した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）交通政策審議会第 54 回港湾分科会資料 1-3 

「港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針（答申案）」より 
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表 2-8 駿河湾港既存航路 RORO 貨物量の推計値 

 
 

 
 新規北海道航路貨物 推計】 

新規北海道航路貨物は、御前崎港と北海道との間に太平洋側港湾（例えば常陸那珂港や

日立港）に途中寄港する航路パターンで、現在御前崎港に就航する最大クラスの RORO 船（む

さし丸）が投入されるものと仮定し、そのシャーシ積載可能台数 160 台をもとに推計した。

なお、途中寄港航路であることから、御前崎港におけるシャーシ取扱量は最大積載可能台

数の 50％と設定した。 

以下の算定式により、新規北海道航路(週 1 便)の年間貨物量は約 92 万ﾄﾝと推計される。 

新規北海道航路 RORO 貨物量 ＝ 160 台/便×50％×2(出入)×52 便/年×110 ﾌﾚｰﾄﾄﾝ/台※ 

＝ 915 千ﾌﾚｰﾄﾄﾝ/年 ≒ 約 92 万ﾄﾝ/年 

※御前崎港統計年報によるシャーシ 1 台あたりの貨物量（ﾌﾚｰﾄﾄﾝ）換算係数 

 

表 2-9 御前崎港の既存九州 RORO 航路の投入船型 

 
 
 
（５）フェリー貨物の将来予測 
①推計の考え⽅ 

駿河湾港のフェリー貨物は、現在、清水港と土肥港間を 4 便/日 運航している駿河湾フ

ェリーのみであり、平成 15 年から平成 20 年までの貨物量は、650 千ﾄﾝから 700 千ﾄﾝ程度

を推移していたが、平成 20 年 12 月のダイヤ改正（1 日 7 便体制から現行体制へ減便）に

伴い、平成 21 年以降は 400 千ﾄﾝ程度で推移している。 

静岡県にとって観光振興は県経済の活性化を図る上で大きな柱であり、平成 23 年 2 月

に公表された静岡県総合計画においては、今後 10 年間で観光交流人口を約 30％増加させ

ることを目標としている。よって、観光地伊豆の玄関機能を担う駿河湾フェリーは、その

海上旅客需要の受け皿として上記目標を目指すものとし、駿河湾港のフェリー貨物の将来

予測は、平成 22 年実績を基準とし観光交流人口の増加率を適用して推計した。 

(単位：千ﾄﾝ)

将来見通し（推定値）

H22
H23

(基準年)
H24 短期 中期 長期

駿河湾港
RORO貨物取扱個数

1,371 1,440 1,511 1,518 1,616 1,669

【既存航路貨物】

実績値

延⻑
(ｍ)

⽔深
(ｍ)

むさし丸 13,927 6,389 166.0 27.0 7.0 160 220.0 8.0
みやこ丸 8,015 5737 156.8 24.0 6.3 122 200.0 7.0

積載
ｼｬｰｼ
台数

必要岸壁規模
船名 ＧＴ ＤＷＴ 船⻑

(ｍ)
船幅
(ｍ)

喫⽔
(ｍ)
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図 2-8 駿河湾港フェリー貨物取扱量の推移 

 
②推計の結果 

推計の結果、表 2-10 に示すとおり、駿河湾港のフェリー貨物取扱量は、概ね 10 年後（中

期の前半）まで交流人口と同じく 30％の増加を、それ以降はやや鈍化を想定し 10％の増加

を見込み、短期 479 千ﾄﾝ、中期 606 千トンとなった。なお、長期のフェリー貨物量は予測

が困難であるため、中期の将来値をそのまま見込むものとした。 

 

表 2-10 駿河湾港フェリー貨物取扱量の推計値 
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(千ﾄﾝ) 駿河湾港フェリー貨物取扱量の推移

（資料）清水港統計年報より作成

(単位：千ﾄﾝ)

将来見通し（推定値）

H22

(基準年)
H23 H24 短期 中期 長期

移出 199 176 173 229 289 289

移入 217 181 216 250 317 317

合計 416 357 389 479 606 606

実績値
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（６）専⽤貨物の将来予測 
①推計の考え⽅ 

駿河湾港の専用貨物の将来予測は、港湾品目分類の 81 品目別に、これまでの駿河湾港

の取扱トレンドや利用企業調査による将来見通し等を踏まえて実施した。なお、推計の基

準年は、利用者へのアンケートやヒアリング調査を実施した時点において最新の実績年で

あった平成 22 年としている。 

 

 

図 2-9 駿河湾港の専用貨物取扱量の推移 

 
②推計の結果 

企業ヒアリング等を基に輸移出入別に推計した結果、表 2-11 に示すとおり、駿河湾港

の専用貨物取扱量は、短期 5,225 千ﾄﾝ、中期 5,116 千ﾄﾝとなり、基準年の平成 22 年からは

中期で約 15％減少する結果となった。なお、長期の専用貨物量は予測が困難であるため、

中期の将来値をそのまま見込むものとした。 

 

表 2-11 駿河湾港専用貨物取扱量の推計値 
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(千ﾄﾝ) 駿河湾港 専用貨物取扱量の推移

（資料）清水港、田子の浦港、御前崎港の港湾統計年報より作成

輸出

輸入

移出

移入

(単位：千ﾄﾝ)

将来見通し（推定値）

H22
(基準年)

H23 H24 短期 中期 長期

輸出 33 69 55 36 42 42

輸入 3,906 3,682 3,779 3,710 3,710 3,710

移出 554 555 449 123 123 123

移入 1,542 1,553 1,450 1,356 1,241 1,241

合計 6,035 5,858 5,733 5,225 5,116 5,116

実績値
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２．２ 埠頭利⽤ 再編 集約 
 

２．２．１ 再編 集約   物流機能 最適化 
 

（１）コンテナ取扱機能の再編・集約 
 

 現状認識  
 駿河湾港コンテナ貨物量は、平成 24 年で

54.4 万 TEU であり、そのうち 90％超の 50.8

万 TEU を清水港で取り扱っている。清水港で

は袖師 CT（水深 12ｍ岸壁×3 バース）と新興

津 CT（水深 15ｍ岸壁×2 バース、うち 1 バー

ス暫定供用）の 2 地区で取扱っており、欧米

航路を中心に新興津 CT へ集約の傾向にある。

御前崎港では西埠頭CT（水深14ｍ×1バース）

において取扱っている。 

 清水港ではターミナル機能が 2 地区に分散

し、埠頭間の横持ち輸送などの非効率な荷

役・荷捌が発生しているとともに、櫛形の埠頭形状である袖師 CT は背後スペースが狭隘で、

従前よりヤード不足が深刻化している。現行の港湾計画においては、興津埠頭間の埋立に

よるターミナルの集約・一体化計画のもと、国際海上コンテナ輸送拠点港としての機能強

化・高度化が進められている。 

 

 

図 2-11 清水港・御前崎港のコンテナターミナル利用状況と整備計画 

 

 

図 2-10 駿河湾港港湾別ｺﾝﾃﾅ取扱個数の推移
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【⽬標・整備⽅針】 
 このような状況を踏まえて、コンテナターミナル機能の一体化・高度化とトータル輸送

コストの低減を図ることを目標とし、港湾計画の集約方針を踏襲して、コンテナターミナ

ルの集約化を促進することを整備方針とする。 

 
【施策の⽅向】 
 駿河湾港の長期コンテナ需要への対応及びコンテナ荷役・荷捌きの効率化を図るため、

興津埠頭間の水域を埋め立て、既設の新興津 CT と一体となった連続 4 バースを備えた高規

格コンテナターミナルを整備する。 

コンテナバースや背後ヤードの整備・拡張にあたっては、埋立により機能転換が図られ

る興津第一・第二埠頭のバルク取扱機能の他埠頭への移転や、袖師 CT から新興津 CT への

コンテナ取扱機能の移転等、現行のコンテナ機能の維持・強化を図りながら、段階的な機

能再編を効率的に進めていく。 

 

 

 

図 2-12 清水港コンテナ取扱機能の再編・集約イメージ 

 

  

既設防護ライン
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（２）バルク取扱機能の再編・集約 
 

 現状認識  
 清水港の公共バルク貨物は、同一貨物が複数埠頭で分散して取り扱われているほか、バ

ラ系貨物と雑貨系貨物の同一埠頭での取扱いや外貿貨物と内貿貨物の混在など、分散・混

在した埠頭利用となっている。このため、荷役・荷捌きの非効率性とともに、今後バルク

貨物減少が見込まれる中で、このような分散した埠頭利用は施設の維持管理上も非効率な

状況である。 

 

 

図 2-13 清水港公共バルク貨物の施設別品目別取扱状況（平成 23 年実績） 

 

【⽬標・整備⽅針】 
このような状況を踏まえて、バルク貨物の荷役・荷捌きと保安体制の効率化、既存施設

の効率的な利用を図ることを目標とし、分散・混在した公共バルク埠頭の利用再編と取扱

場所が限定されないバルク貨物を対象とした取扱機能を集約化することを整備方針とする。 

 
【施策の⽅向】 

清水港においては、袖師第一埠頭のコンテナターミナル機能を新興津コンテナターミナ

ルへ移転・集約化を進め、移転後の袖師第一埠頭や低利用の袖師第二埠頭へ、交流空間へ
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【品⽬別取扱量 凡例】

・⾚字は取扱が複数埠頭に分散している貨物
 貨物量 H23年実績値

岸壁供⽤
経過年数

（資料）H23年 清⽔港統計年報  作成

不明

埠頭名
品⽬ 輸出 輸⼊ 移出 移⼊
紙・パルプ 87 4
⾮鉄⾦属 12 0
⽔産品 0 85
鋼材 14
その他バラ系 2
その他雑貨系 1 28
⼩計 0 100 28 105
合計 233 千ﾄﾝ

興津第1・第2埠頭

埠頭名
品⽬ 輸出 輸⼊ 移出 移⼊
再利⽤資材 56
砂利 砂 12
その他バラ系 8
その他雑貨系 2
⼩計 70 8
合計 78 千ﾄﾝ

袖師1 4号岸壁

埠頭名
品⽬ 輸出 輸⼊ 移出 移⼊
鋼材 40
紙・パルプ 8
⾮鉄⾦属 6
その他バラ系 7 10 14
その他雑貨系 3 6
⼩計 16 16 62
合計 94 千ﾄﾝ

袖師第1埠頭（CT除く）

埠頭名
品⽬ 輸出 輸⼊ 移出 移⼊
⽊材チップ 42
⾦属鉱 39 34
その他バラ系 12 3
その他雑貨系 1
⼩計 81 46 4
合計 130 千ﾄﾝ

袖師16号岸壁 埠頭名
品⽬ 輸出 輸⼊ 移出 移⼊
重油 129
⽯油製品 819
液化⽯油ガス 166
化学薬品 137 5 18
⼩計 137 5 1,132
合計 1,274 千ﾄﾝ

袖師17・18号岸壁 埠頭名
品⽬ 輸出 輸⼊ 移出 移⼊
重油 50
⽔産品 14
紙・パルプ 14
⽔ 2
⼩計 14 52 14
合計 81 千ﾄﾝ

江尻埠頭

埠頭名
品⽬ 輸出 輸⼊ 移出 移⼊
動植物性飼肥料 178
他化学⼯業品 8 28
その他バラ系 0 10
⼩計 187 39
合計 226 千ﾄﾝ

清⽔埠頭

埠頭名
品⽬ 輸出 輸⼊ 移出 移⼊
紙・パルプ 105
⽊製品 46
⽔産品 24
その他バラ系 2
その他雑貨系 1 16 1
⼩計 152 16 27
合計 194 千ﾄﾝ

⽇の出埠頭

埠頭名
品⽬ 輸出 輸⼊ 移出 移⼊
⾦属  21
再利⽤資材 2
その他バラ系 3
その他雑貨系 5
⼩計 29 3
合計 31 千ﾄﾝ

富⼠⾒1 2号岸壁

埠頭名
品⽬ 輸出 輸⼊ 移出 移⼊
⽊材チップ 255 50
⻨ 102 2 81
とうもろこし 119 12 13
⾖類 116 2
その他雑穀 3 21
セメント 503
⽊製品 29
動植物性飼肥料 2 44 1
その他バラ系 2 11
その他雑貨系 5 0
⼩計 628 62 682
合計 1,372 千ﾄﾝ

富⼠⾒埠頭(3 7号)

埠頭名
品⽬ 輸出 輸⼊ 移出 移⼊
鋼材 1 67
再利⽤資材 11
⼩計 12 67
合計 79 千ﾄﾝ

塚間地区
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転換していく日の出埠頭や興津第一・第二埠頭の外内貿バルク取扱機能を集約していくも

のとする。 

 

図 2-14 清水港公共バルク取扱機能の再編・集約イメージ 

 

御前崎港においては、水産関連施設や交流施設に近接する埠頭で取り扱っている砂利・

砂、石材、化学肥料等の内貿バルク貨物や西埠頭の輸入鋼材や非金属鉱物の外貿バルク貨

物を、西埠頭 5～9 号岸壁（水深 5.5～7.5ｍ）や既定計画に位置づけられている御前崎地

区の公共埠頭へ集約していくものとする。 

 

図 2-15 御前崎港公共バルク取扱機能の再編・集約イメージ 
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２．２．２ 遊休埠頭 利⽤転換 促進 
 

（１）       利⽤転換 
 
 現状認識  
 清水港袖師第二埠頭先端部の袖師 16 号岸壁は、これまで県東部地域の製紙メーカー向け

の輸入チップ取扱拠点として利用されていたが、原料転換によりチップ輸入量が急減し、

平成 23 年にはチップ輸入量がなくなり、これまでのチップヤードが、その他金属鉱や金属

くず等の循環資源貨物の取扱いへ利用転換されている。なお、その他金属鉱は、内航船 2

次輸送の中継ヤードとしてスポット的に利用されたものであり、継続して扱う貨物は循環

資源貨物の約 2 万ﾄﾝのみで、埠頭利用が著しく低下することとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-16 清水港袖師第二埠頭（袖師 16 岸壁）の利用状況 

 

 

田子の浦港の輸入木材チップは、主に県東部地域に集積する製紙メーカーの原材料であ

り、近年は経済不況等により紙の生産量が減少し、その取扱量は徐々に減少傾向にあった。

製紙業界では、内需の縮小や国際競争の激化等により企業統合や生産設備の縮小が進展し

ており、輸入チップを扱う製紙メーカーは、平成 24 年 9 月末に原料チップからの紙生産を
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終了し、生産の大幅縮小と原料のパルプ転換を進める事業転換を行った。事業所の閉鎖に

伴い、平成 25 年では木材チップ輸入量はなくなり、現在チップヤードは遊休化している。 

 

 

図 2-17 田子の浦港チップヤードと輸入木材チップの取扱状況 

 

【⽬標・整備⽅針】 
 このような状況を踏まえて、遊休チップヤードの有効活用を図ることを目標とし、清水

港では、分散・混在した公共バルク貨物の利用改善、田子の浦港では、利用者の新たな物

流ニーズに的確に対処することを整備方針とする。 

 

【施策の⽅向】 
清水港においては、利用が低下する袖師第二埠頭の外貿バルク埠頭（旧チップヤード）

に、港内の循環資源貨物を集約していくものとする。 

 

 

図 2-18 清水港袖師第二埠頭の利用転換イメージ 
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田子の浦港においては、遊休化する中央埠頭の背後チップヤードを、火力発電の石炭需

要やヤード利用の要請を踏まえ、石炭ヤードへ利用転換していくものとする。 

 

 

図 2-19 田子の浦港チップヤードの利用転換イメージ 

 
（２）外内貿   埠頭 利⽤転換 
 

 現状認識  
 御前崎港中央埠頭 1・2 号岸壁の取扱量は、平成 13 年の 58 千ﾄﾝ から平成 23 年には 18

千ﾄﾝへと減少し利用が低下しているとともに、岸壁自体も供用開始後 40 年以上が経過し老

朽化が進行している。平成 19 年以降は輸入原木取扱がなくなり、水面貯木場や中央埠頭野

積場は遊休化の状態が続いている。既定計画では、水面貯木場の一部を廃止し、外貿公共

埠頭の整備が計画されているが、計画当初見込んでいた輸入原木や木材チップ等の需要発

生は現時点において確認されていない。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-20 御前崎港中央埠頭の利用状況 

－ 69 －



 

 

【⽬標・整備⽅針】 
 このような状況を踏まえて、遊休化、利用低下したバルク埠頭の有効活用を図ることを

目標とし、港内の埠頭利用を再編することを整備方針とする。 

 

【施策の⽅向】 
中央埠頭は、漁港区を含めた交流・観光機能へ利用転換し、水産振興によるにぎわい空

間の創出や水産業 6 次産業化と新たな観光資源を創出に向けた取り組みを進めていく。ま

た、水面貯木場は、既に整備された周囲護岸を活用した災害発生がれきの受入を図るほか、

埋立後の用地については、新規産業の誘致等、新たな利活用方策を検討していく。 

 

 

図 2-21 御前崎港中央埠頭の利用転換イメージ 
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２．３ ターミナルの拡充 
 

２．３．１ ⼤⽔深コンテナターミナルの整備促進と 
多様なニーズに対応可能なコンテナターミナルの整備 

 

 現状認識  
これまで、清水港では袖師 CT（水深 12ｍ）3 バースと平成 18 年に全面供用開始した新

興津 CT（水深 15ｍ）1 バースにより、大型船を配する欧米航路をはじめ中小型船の近海・

東南アジア航路など週 20 便を超えるコンテナ船の寄港に対応してきた。平成 25 年 5 月に

は新興津 CT 第１バースに隣接して第 2 バースが暫定供用し、水深 15ｍ、岸壁総延長 700

ｍを備えた大水深 2 連続バースが稼働した。新興津 CT の第 1 バースでは 18 列 6 段対応の

高規格ガントリークレーンが 3 基、第 2 バースでは免震装置を装備した同規格クレーンが

2 基を備え、5 基体制での最新鋭のターミナルへと機能強化された。これにより、大型船と

中小型船が 2 隻同時に接岸し、新興津 CT 内で貨物の積み替え作業が可能となり、荷役効率

が格段に向上している。また、岸壁の延伸により、さらなるコンテナ船型の大型化にも対

応可能となった。現在は、平成 28 年度の全面供用開始に向けて整備を進めている。 

御前崎港では、西埠頭コンテナターミナルが整備され、水深 14ｍ岸壁 1 バース（耐震）

と 16 列 5 段対応のガントリークレーン 2 基、岸壁背後にはトランスファークレーン 5 基と

走行路 3 レーンのコンテナヤードを備え、現在、暫定供用中である。 

 

 

図 2-22 駿河湾港のコンテナターミナルの整備状況 

 

【⽬標・整備⽅針】 
 このような状況を踏まえ、使いやすくスマートなコンテナターミナルを目標とし、県内

外企業の多様なニーズに対応し、低価格で高品質なサービスを提供する高規格な国際海上

コンテナターミナルを形成することを整備方針とする。 
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【施策の⽅向】 
 清水港においては、大水深バースを備えた連続 4 バースの高規格コンテナターミナルの

整備を着実に展開する。また、計画の新興津 3～4 バース目については、駿河湾港のコンテ

ナ戦略による将来需要やコンテナ船の大型化の進展、さらには首都圏災害時のリダンダン

シーの観点から、適切な岸壁規格（水深 15～16ｍ）への変更を行う。 

御前崎港においては、コンテナターミナルの全面供用化（6 レーン）へ向けた整備を展

開するとともに、清水港との役割分担や駿河湾港全体でのリダンダンシーの強化等を図る

ため、さらに第 2 バースのターミナル拡張化に取り組むものとする。 

 

 

図 2-23 駿河湾港のコンテナターミナルの整備イメージ 
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２．３．２ 外内貿ＲＯＲＯターミナルの強化 
 

 現状認識  
 現在、御前崎港には、苅田港や大分港を結ぶ内貿定期 RORO 航路が週 4 便就航しており、

西埠頭 2 号岸壁（水深 12ｍ）を利用している。シャーシプールは、西埠頭 3～5 号岸壁（水

深 7.5ｍ）の背後を利用している。西埠頭 2 号岸壁には輸出完成自動車も同時に取扱って

いるが、深夜入港早朝出港である RORO 船は、自動車専用船の入港と重複することなく利用

可能である。 

 また、苅田港が位置する北部九州エリアには、韓国・中国を結ぶ国際 RORO 航路が就航す

る下関港や博多港があり、これら北部九州港湾との接続による新たな国際複合一貫輸送サ

ービスのとしての内貿 RORO 航路の利用拡大の可能性も有している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-24 駿河湾港の内貿 RORO ターミナルの整備状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-25 北部九州港湾の国際 RORO 航路との接続イメージ 

 

表 2-12 北部九州港湾に就航する国際 RORO 航路の概要 

  

延長
(m)

水深
(m)

むさし丸 13,927 6,389 166.0 27.0 7.0 160 213.0 7.7

みやこ丸 8,015 5,737 156.8 24.0 6.3 122 199.0 6.9

※積載ｼｬｰｼは12mｼｬｰｼ

九州（苅⽥）航路 内貿RORO船 船型
必要岸壁規模

船名 GT DWT 船長
(m)

船幅
(m)

喫水
(m)

積載
ｼｬｰｼ

台数

船　名 GT 積載量

下関－青島(中国) フェリー 週2便 オリエントフェリー(株) ゆうとぴあ 26,906 265TEU 26時間

はまゆう 16,187 140TEU

星希(SEONG HEE) 16,875 140TEU

下関－太倉（中国) RORO 週2便 上海下関フェリー(株) UTORIA　Ⅳ 14,250 143TEU 38時間

下関－光陽(韓国) フェリー 週3便 光陽フェリー(株) GWANGYANG　BEECH 15,971 200TEU 9時間

博多－釜山(韓国) フェリー 日1便 カメリアライン(株) ニューかめりあ 19,961 220TEU 6時間

博多－上海(中国) RORO 週2便 上海ｽｰﾊﾟｰｴｸｽﾌﾟﾚｽ(株) SHANGHAI SUPER EXPRESS 16,350 121TEU 28時間

資料：フェリー・旅客船ガイド（日刊海事通信社）、海上定期便ガイド2012年版（内航ジャーナル）等より作成

13時間下関－釜山(韓国) フェリー 日1便
関釜フェリー(株)

釜関フェリー(株)

航⾏
時間航  路 区分 便数 船　　社

船舶諸元
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【⽬標・整備⽅針】 
 このような状況を踏まえて、国内物流の円滑化・効率化の促進や多頻度定時輸送需要サ

ービスの提供の観点から、RORO ターミナルの拠点化を図ることを目標とし、現行機能を維

持・拡充することを整備方針とする。 

 

【施策の⽅向】 
 御前崎港において、既存航路の継続と将来的な新規需要の取り込みを図るため、将来的

な RORO 船型の大型化への対応や西埠頭の利用再編計画を踏まえ、既存の西埠頭 2 号岸壁と

隣接する西埠頭 3・4 号岸壁を内貿 RORO ターミナルとして位置づける。 

効率的な荷役が可能となるよう、保管・滞留用のシャーシプールや船舶からシャーシの

積み卸しスペース等のターミナル機能についても一体的な整備を図るものとする。 

 

 

図 2-26 駿河湾港の内貿 RORO ターミナルの整備イメージ 
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２．３．３ バルク貨物船の⼤型化への対応促進 
 

（１）⼤型輸⼊穀物船への対応 
  

 現状認識  
 駿河湾港における輸入穀物の取扱は、主に清水港富士見埠頭 5 号岸壁(水深 12ｍ）と田

子の浦港中央埠頭 1 号岸壁(水深 12ｍ）を利用している。近年、輸入穀物船の船型は大型

化しており、輸入とうもろこし輸送船 27 隻のうち 9 隻（5～6 万 DWT ハンディマックス型）

が清水港で荷揚げ後、田子の浦港へ向かう 2 港寄りの輸入パターンとなっている。清水港

においても、入港する大型輸入穀物船 23 隻のうち、他港経由による減載入港船が 8 隻、潮

待ちによる満潮時入港船が 14 隻と、条件付きの入港による非効率な輸送が頻発している状

況にある。現状の非効率輸送の解消を図るため、清水港ではパナマックス船の満載入港を

可能とするため岸壁や航路・泊地の水深 14ｍ化を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-27 駿河湾港の輸入穀物の輸送状況 

 
 
【⽬標・整備⽅針】 
 このような状況を踏まえて、安定・安価な輸入調達に寄与する穀物ターミナルの高規格

化を目標とし、現行ターミナルの機能拡充を図ることを整備方針とする。 

 

【施策の⽅向】 
 清水港富士見埠頭において、パナマックス型あるいはポストパナマックス型輸入穀物船

の受入可能な施設整備を展開する。 

 

      ＋        ⼊港隻数（H22年） 23隻
満載時⽔深12mで⼊港可能船舶 1隻
満載時⽔深12mでは⼊港できない船舶 22隻

●他港経由による減載⼊港船舶 8隻
●満載状態であるため満潮時⼊港 14隻

（うち、潮待ちによる滞船発⽣船舶） (7隻)
※国⼟交通省清⽔港湾事務所資料  作成

表 2-13 清水港に入港する 

穀物船の非効率輸送の実態
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図 2-28 清水港富士見地区の大型輸入穀物船対応ターミナルの整備イメージ 

 
 

（２）⼤型輸⼊パルプ船への対応 
 

 現状認識  
 駿河湾港の輸入パルプは、県東部に立地する製紙関連企業の貨物であり、主に田子の浦

港で取り扱われていた。しかし、近年の輸送船型の大型化に伴い、田子の浦港で対応でき

なくなった北米の大型パルプ船が清水港を利用し始め、平成 20 年を境に取扱量が逆転して

いる。清水港へ輸入されたパルプは、内航船により田子の浦港へ 2 次輸送されており、そ

の輸送量は増加傾向にある。清水港では、興津第 2 埠頭や日の出埠頭のバルク埠頭（とも

に水深 12ｍ岸壁）のほか、セミコンテナ船により新興津埠頭で扱われている。田子の浦港

では、輸入パルプは主に富士 1 号岸壁（水深 10ｍ）で、清水港からの移入パルプは鈴川埠

頭で扱われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 2-29 清水港の輸入パルプ取扱状況 
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図 2-30 田子の浦港の輸移入パルプ取扱状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-31 駿河湾港の北米ﾊﾟﾙﾌﾟ輸入量の推移   図 2-32 駿河湾港に入港する輸入ﾊﾟﾙﾌﾟ船型の変化 

 

 

【⽬標・整備⽅針】 
 このような状況を踏まえて、輸入パルプ取扱の拠点化を図ることを目標とし、内航船 2

次輸送による非効率な輸送を解消し、輸送コストを低減するため、消費地に近い港湾にお

いて、輸送船型に応じた適切な規格でのターミナルを形成することを整備方針とする。 

 

【施策の⽅向】 
清水港において、近年の大型パルプ船の大型化動向と利用者ニーズに対応するため、バ

ルク機能の集約先である袖師第 1 埠頭の先端部において、必要水深 12ｍ超の 3～6 万 DWT

クラスの大型輸入パルプ船に対応したターミナルを整備する。 

田子の浦港において、供用開始後 50 年以上経過した老朽化による施設更新が必要とな

っている富士 5・6 号岸壁（水深 7.5ｍ）及び岸壁前面の水域を水深 12ｍへ増深し、大型の

輸入パルプ船の入港に対応可能な新規ターミナルを整備する。 
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図 2-33 清水港の大型輸入パルプ船対応ターミナルの整備イメージ 

 

 

 
図 2-34 田子の浦港の大型輸入パルプ船対応ターミナルの整備イメージ 
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（３）⼤型輸⼊液体運搬船への対応 
 

 現状認識  
 駿河湾港の輸入化学薬品（メタノール及びエタノール）は、清水港袖師第 2 埠頭の袖師

17・18 号岸壁で扱われており、平成 24 年は 12 万ﾄﾝを取り扱っている。輸入量は概ね横這

い傾向にある中で、輸入メタノールについては、マレーシアやインドネシア等の東南アジ

ア方面から 1～2 万 DWT 級のタンカーにより輸送されており、入港隻数全体の約 4 割を占め

ている。 

原材料の安定供給に向けた産地の移行等を背景に、新たに中東方面からの大型運搬船に

よるメタノール調達への対応要請があがっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-35 清水港の輸入化学薬品の取扱状況 

 

 

【⽬標・整備⽅針】 
 このような状況を踏まえて、安定・安価な輸入調達に寄与するターミナルを目標とし、

輸送船型に応じた適切な規格でのターミナルを形成することを整備方針とする。 

 

【施策の⽅向】 
清水港袖師第 2 埠頭において、将来的な中東方面からの 3 万 DWT 級船によるメタノール

輸送の要請に対応するため、既存ターミナルの増深改良により大型輸入液体運搬船の受入

可能な施設を整備する。 
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図 2-36 清水港の大型輸入液体運搬船対応ターミナルの整備イメージ 
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２．４ 港湾⽤地の有効活⽤ 
 

２．４．１ ⾼度       機能 導⼊ 
  

 現状認識  
 清水港の港湾計画では、新興津コンテナターミナル背後の港湾関連用地が「効率的な流

通業務を特に促進する地域」として位置づけられ、産業構造の変化や港湾物流の高度化・

多様化に対応した臨海部の国際物流拠点づくりが進められている。既に、第三セクターで

ある清水港振興㈱と地元民間事業者の共同運営のもと、荷捌き・保管や検品・包装・組立

等の流通加工を行う総合物流施設「興津国際流通センター」が整備され、平成 10 年に 1

号棟、平成 20 年に 2 号棟が竣工し、増

大するコンテナ貨物や高度化する物流

ニーズに対応している。 
 

【⽬標・整備⽅針】 
 このような状況を踏まえ、コンテナ

取扱機能の高度化、高付加価値化を促

進することを目標とし、背後圏貨物の

誘致促進に向けたコンテナ輸送サービ

スの強化、高度化を図ることを整備方針とする。 

 

【施策の⽅向】 
清水港新興津地区において、効率的なターミナル運営を行うためのコンテナ取扱施設基

盤や物流の高度化・効率化を促進するための集荷配送施設（多頻度小口輸送や共同配送に

対応）、流通加工・製造の高度化・効率化を促進するための流通加工施設など高度ロジステ

ィクス機能の導入を促進していくものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-37 港湾ロジスティクスハブのイメージ

 

■国内最⼤級 横浜港流通    (Y-CC)

■⾼機能物流施設 集積  横浜港⼤⿊埠頭

図 2-38 駿河湾港の高度ロジスティクス機能の導入イメージ
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２．４．２ 原材料 製品輸送需要 対応  物流機能 拡充  
循環資源貨物取扱機能の強化 

 

 現状認識  
駿河湾港の循環資源貨物は、金属くずは駿河湾港 3 港において輸移出ともに取り扱って

いる一方、移出の再利用資材は清水港のみの取扱いとなっている。 

循環資源貨物の主な取扱埠頭は、清水港は袖師 1～4 号岸壁（水深 4.5ｍ）、袖師 16 号岸

壁（水深 10ｍ）、富士見 1・2 号岸壁（水深 5.5ｍ）、田子の浦港では吉原 2 号岸壁（水深

7.5ｍ）、鈴川 1・2 号岸壁（水深 5.5ｍ）、御前崎港では西埠頭 8・9 号岸壁（水深 5.5ｍ）

である。循環型社会形成への社会的要請が高まるなかで、背後企業からリサイクルや廃棄

物処理に関する回収・輸送における海運利用の要請や、遠距離国への市場拡大のための船

型の大型化への対応要請があがっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-39 駿河湾港における循環資源貨物の取扱状況（再掲） 

 

【⽬標・整備⽅針】 
 循環型社会の構築に貢献していくため、低コスト海上輸送による広域循環資源輸送ネッ

トワークを構築することを目標とし、各港において、既存ストックを活用した集約化を図

ることを整備方針とする。 

 

【施策の⽅向】 
 清水港においては、輸入チップの需要減により平成 24 年から新たに循環資源貨物の取扱

清⽔港 清⽔港

⽥⼦の浦港 御前崎港

－ 82 －



 

 

が開始された袖師第二埠頭外貿バルク埠頭（袖師 16 号岸壁）に、港内の循環資源貨物を集

約する。また、御前崎港においては、利用が低下する西埠頭内貿バースで新たな需要に対

応し、既存の西埠頭 8・9 号岸壁を含めて循環資源貨物の取扱へ特化した埠頭へ再編する。

なお、田子の浦港における循環資源貨物（金属くず）の取扱については、現行機能の維持

を図るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-40 清水港における循環資源貨物取扱機能の強化イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-41 御前崎港における循環資源貨物取扱機能の強化イメージ 
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２．５ 内陸拠点  連携強化 
 

２．５．１ 背後幹線道路      強化 
 

【現状認識】 
 清水港の袖師臨港道路は、一般国道から流入する一般車両と埠頭を出入りする港湾車両

との輻輳に伴う交通混雑が問題となっている。現在、新興津コンテナターミナルへ直結す

る国道 1 号静清バイパスにおいては、車両交通の円滑化を図かり渋滞を解消するため、平

面交差箇所を立体交差化する整備が行われている。さらに、中部横断自動車道の開通に合

わせて主要地方道清水富士宮線のバイパス整備も進められている。しかし、袖師埠頭へ直

結する一般県道清水インター線は、国道１号から JR 東海道本線までの立体交差部において

片側 1 車線となっており、背後幹線道路への円滑なアクセスのボトルネックとなっている。 

御前崎港においては、地域高規格道路の金谷御前崎連絡道路に結節する臨港道路 4 号線

が整備され、良好な交通アクセスが確保されている。しかし、物流機能や防災機能が集ま

る西埠頭への陸上アクセス道路は 1 本のみで、被災時における西埠頭アクセスのボトルネ

ックとなっている。 

 

【⽬標・整備⽅針】 
このような状況を踏まえて、トータル輸送コストの低減や災害時のリダンダンシーを確

保することを目標とし、背後幹線道路へのボトルネック箇所を解消するよう道路管理者と

の連携を図り、新たなアクセス道路を確保することを整備方針とする。 

 

【施策の⽅向】 
清水港においては、港湾と背後地域とのアクセス性を向上し、円滑な臨海部の道路体系

を構築するため、ボトルネック箇所の解消に向けて、都市側の道路計画と連携しながら、4

車線化整備や新規のアクセス道路の確保に取り組むものとする。さらに、一般車両との分

離を図り、埠頭間を行き来するコンテナ車両等の安全で円滑な交通流を確保するため、既

定計画の清水港新興津埠頭内の臨港道路及び埠頭内道路の配置見直しの検討や、新興津埠

頭と袖師第一埠頭を結ぶ埠頭間連絡道路の整備など、物流機能の再編に伴う土地利用計画

も踏まえ、埠頭内アクセスの強化に向けた取組も行っていくものとする。 

御前崎港においては、通常時及び被災時における西埠頭のボトルネックを解消し、物流

機能及び防災機能を備える西埠頭との陸上アクセスを強化するため、新たなアクセス道路

の確保（臨港道路の多重化）に取り組むものとする。 

 

－ 84 －



 

 

 

図 2-42 清水港における背後幹線道路へのアクセス強化のイメージ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-43 清水港新興津・興津地区の埠頭内臨港道路計画（既定計画） 

既定計画 
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図 2-44 御前崎港の背後幹線道路との接続状況 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

図 2-45 御前崎港における背後幹線道路の強化イメージ 
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２．５．２ 産業集積拠点や広域集配拠点とのネットワーク強化 
 

【現状認識】 
田子の浦港では、臨港道路 7 号線と接続し東名高速道路富士 IC へ直結する一般県道田

子の浦港富士インター線の JR 東海道本線との跨線橋が片側 1 車線であり、港湾物流におけ

るボトルネックとなっている。また、内陸の IC 周辺には、「富士山フロント工業団地（分

譲中）」や「新東名新富士 IC 物流業務地（造成中：平成 32 年度完成予定）」が整備計画中

であり、これらの新たな物流産業エリアと田子の浦港は片道 20 分圏内と近接している。 

 

【⽬標・整備⽅針】 
このような状況を踏まえて、トータル輸送コストの低減や新たな企業立地を促進するこ

とを目標とし、ネットワーク路線のボトルネック箇所を解消するよう道路管理者と連携を

図ることを整備方針とする。 

 

【施策の⽅向】 
港湾物流におけるボトルネックを解消するため、一般県道田子の浦港富士インター線の

7 号跨線橋の 4 車線化により、主要幹線道路とのアクセス性の向上に加え、内陸の物流・

産業拠点とのネットワーク強化に取り組むものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-46 田子の浦港における物流・産業拠点とのネットワーク強化イメージ 
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